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はじめに

本意見害は， 裁判官訴追委員会が「裁判弾劾罷免訴追の事由書」において摘示する岡口基ー裁

判官に関する事由は裁判官弾劾法2条2項所定の弾劾事由を充足しないものであると考え， し

たがって弾劾裁判所に対して不罷免判決を下すことを求めるものである。本意見書は，かかる主

張を学術的に論証するために， 1日本国憲法における弾劾制度 (1)弾劾制度の歴史的発展9 (2)日本

国憲法における弾劾制度，（3）裁判官弾劾制度と司法権の独立n日本の弾扱｝制度の特徴及び問題点と

運用の基本指針 (1)日本の弾劾制度の特徴(2)日本の弾劾制度の問題点⑱弾劾制度運用の基本方針の

あり方m本件の弾劾事由へのあてはめ(1)裁判官の表現の自由に対する制約(2)本件の表現行為につ

いての検討 の順に考察を行い， 最終的に不罷免の結論を導く l。

I 日本国憲法における弾劾制度

(1)弾劾制度の歴史的発展
裁判官の身分保障を極めて重要な主題だと考える日本国憲法2は， その78条において， 「 裁判

官は， 裁判により， 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて

は， 公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は， 行政機関がこれを行ふことは

できない。」， と規定し， 裁判官をその職から退かせるについて慎重な仕組みを設け， その上で，

不利益処分を科す仕組みについても行政機関による懲戒処分を否定している。本条にいう「公の

弾劾」システムについては， 憲法64条が， 「国会は， 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するた

め， 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」（同条1項）「弾劾に関する事項は， 法律で

これを定める。」（同条2項）として国会における弾劾裁判所の設置を規定し，その具体化につい

ては国会の立法裁量に委ねている。

本章では， 次章以下で日本の裁判官弾劾制度の特徴・問題点・運用のあり方を考えるための準

備作業として． 弾劾制度の歴史的発展についてごく簡単にみておこう 8。

弾劾制度の中核にある思想は， 議会が政府に対して監督を行うことである。 イギリスで誕生

した弾劾制度においては立法と司法が末分化であり， 一般人も弾劾の対象とされただけでなく，

弾劾を受けた者に対して刑事罰を制裁として科すことも可能であった。 「下院が訴追し， 上院が

裁判する」とする考え方を確立させたイギリスでは，議院内閣制の発達や裁判官罷免制度の発足

により弾劾制度がやがて衰退していったのとは対照的に，その植民地であったアメリカでは．弾

劾制度が注目すべき展開を見た。すなわち，アメリカでは，弾劾制度は合衆国憲法上制度化され，

イギリスの伝統に忠実に弾劾裁判権は上院に委ねられることになった。但し，弾劾の対象は公務

1 本意見書のドラフト作成の過程で， 渡辺康行(-橋大学特任教授）， 堀口悟郎（岡山大学准教授）， 大
野悠介（下関市立大学専任講師）， 栗島智明（埼玉大学准教授）の各氏から， それぞれ貴重なコメントを
頂いたことについて， 記して謝意を表する次第である。 本意見書の見解は， 筆者個人に属することはも
ちろんである。

2 本意見書は，日本国憲法における司法権の分析について， 笙者の既発表の憲法条文コンメンタ ールの
叙述（辻村みよ子＝山元一編『概説憲法コンメンタ ール』 （信山社， 2018年）311頁以下）の一 部を利
用している。

8 この部分の叙述は， 上村千一郎『新訂版 裁判官弾劾法精義』 （敬文堂， 1982年）1頁以下， 佐藤立
夫『弾劾制度の比較研究（上）』 （原書房， 1996年）167頁以下， 315頁以下， に依拠している。
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